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「いのち・愛・ゆめセンター」に関する取組と今後の方向性について

審議会答申（2017.3 ７つの提言）から検討した市の方向性

②基本的な機能と事業

③地域住民・市民の参加

と協働

⑦今後の運営のあり方④人権施策の拠点

⑤生活支援や貧困問題への取組

⑥分館等の機能と役割

（こども・若者支援）

市の方向性

隣保館の基本的な

機能の充実に係る事業

★いのち・愛・ゆめセンター

条例第３条に規定する事業

・社会調査及び研究事業

・相談等の自立支援事業

・地域交流事業

・啓発及び生涯学習推進

事業

現状の課題等を踏まえた

施策の方向性に基づく事業

★第２次人権施策推進基本方

針（2015.3）及び同計画

（2023.3改定）に基づく施策

の推進

★部落差別解消に向けた取組

★生活困窮者支援等の福祉施

策との連携

★こども・若者支援施策等と

の連携

★外国人問題への対応と連携

市の方向性を踏まえたいのち・愛・ゆめセンターの取組の進捗状況

①設置目的・位置付け

※丸数字は、答申の７つの提言
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